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規 則

　金沢市児童福祉法施行細則及び金沢市障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成22年４月１日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保　　
◉金沢市規則第32号
　　　金沢市児童福祉法施行細則及び金沢市障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則
　（金沢市児童福祉法施行細則の一部改正）
第１条　金沢市児童福祉法施行細則（平成８年規則第61号）の一部を次のように改正する。
　様式第５号の２中「個別減免・医療型個別減免」を「医療型個別減免」に改め、「施設入所者（注１）又は」を
削り、「医療型施設入所者（注２）」を「医療型施設入所者（注１）」に、「施設入所者であること」を「施設入
所者（注２）であること」に、「（注１）対象施設は、障害児施設給付費」を「（注１）対象施設は、障害児施設
給付費及び障害児施設医療費」に、「（注２）対象施設は、障害児施設給付費及び障害児施設医療費」を「（注
２）対象施設は、障害児施設給付費」に改める。
（金沢市障害者自立支援法施行細則の一部改正）
第２条　金沢市障害者自立支援法施行細則（平成18年規則第42号）の一部を次のように改正する。
　様式第１号中「又は障害者支援施設の関係人」を「、障害者支援施設の関係人、医師意見書を記載した医師又は
認定調査に従事した調査員」に、
　「

□Ⅱ　個別減免に関する認定
　　　下記のいずれにも該当するため、個別減免を申請します。
１　グループホーム・ケアホーム入居者、施設入所者（注）（20歳以上）及び宿泊型自立訓練等を受
けている者
２　市町村民税非課税者

  を

　「
□Ⅱ　医療型個別減免に関する認定
　　　下記のいずれにも該当するため、医療型個別減免を申請します。

  に
〈20歳以上の方〉
１　療養介護利用者であること。
　　（年齢　歳）
２　市町村民税非課税世帯の者

〈20歳未満の方〉
１　療養介護利用者であること。
　　（年齢　歳）

　改める。

」

」
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　　様式第４号中
　「

□Ⅱ　個別減免に関する認定
　　　下記のいずれにも該当するため、個別減免（の変更）を申請します。
１　グループホーム・ケアホーム入居者、施設入所者（注）（20歳以上）及び宿泊型自立訓練等を受
けている者
２　市町村民税非課税者

  を

　「
□Ⅱ　医療型個別減免に関する認定
　　　下記のいずれにも該当するため、医療型個別減免（の変更）を申請します。

  に
〈20歳以上の方〉
１　療養介護利用者であること。
　　（年齢　歳）
２　市町村民税非課税世帯の者

〈20歳未満の方〉
１　療養介護利用者であること。
　　（年齢　歳）

　改める。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。

」

」


